
                        

 

三の丸地区における周遊拠点の整備について 

 

１ 整備の方針 

  市民ホール建設後、現市民会館用地及びその周辺用地を活用し、周辺地区への

回遊を促すガイダンス施設、大手門等の歴史的な環境を生かした広場、駐車場な

どの整備を進める。 

 

２ 今後の取り組み等 

 (1) 庁内プロジェクトによる検討（平成 21 年度） 

関係課職員により構成される庁内プロジェクトを組織し、小田原城跡等の歴

史的な資産と調和した周遊拠点の具体的な整備内容を検討するほか、後述の歴

史的風致維持向上計画策定に係る課題整理、施策・事業案等を検討する。 

(2) 歴史的風致維持向上計画への位置付け（平成 21 年度～平成 22 年度） 

文化財行政とまちづくり行政の連携のもと、総合的、一体的に小田原の歴史

や文化を生かしたまちづくりを推進するため、「地域における歴史的風致の維持

及び向上に関する法律（通称「歴史まちづくり法」）」による歴史的風致維持向

上計画を策定し、当該計画に三の丸地区における周遊拠点の整備を位置付ける。 

   この策定作業については、新総合計画の策定作業と並行して行い、取り組む

施策・事業等の調整を行なう。 

 (3) 施設の整備（平成 23 年度以降） 

   歴史的風致維持向上計画に基づき、順次整備を進める。 

 

＜参考＞ 歴史的風致維持向上計画策定スケジュール（案） 
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項  目  
年  度  

事業案検討  

反映  

計画案の策定  

計画案の策定  

調整・反映

課題抽出・目標設定等

ＴＲＹフォ
ーラム等  

反映  計画の推進  



 

 

参 考 
歴史まちづくり法の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針の策定（文部科学省・農林水産省・国土交通省） 

国 市町村 

歴史的風致維持向上計画 
○基本的な方針 
○重点区域の位置及び区域 
○歴史的風致維持向上施設の

整備又は管理に関する事項

○計画期間 
           等 

認定

申請

文部科学大臣 
農林水産大臣 
国土交通大臣 
関係行政機関の長 

認定歴史的風致維持向上計画

計画事業の実施 
重点的支援 

○法律上の特例措置 
○各種事業の特例 

歴史的風致形成建造物 

都市公園 

電線類地中化 

文化財 

等 
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